
5 2022（R4）7月号

国
民
健
康
保
険
会
計
の
収
支
均
衡
を

図
る
と
と
も
に
保
険
税
負
担
の
公
平
性

と
適
正
賦
課
を
行
う
た
め
、
令
和
４
年

度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度

額
等
が
次
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

※
改
正
内
容
は
、
以
下
の
表
で
も
確
認

で
き
ま
す
。

▼
改
正
内
容

①
医
療
保
険
部
分
の
賦
課
限
度
額

・
変
更
前　

61
万
円

・
変
更
後　

63
万
円

②
介
護
保
険
部
分
の
賦
課
限
度
額

・
変
更
前　

16
万
円

・
変
更
後　

17
万
円

※
国
民
健
康
保
険
税
賦
課
限
度
額
は
96

万
円
か
ら
99
万
円
に
引
き
上
が
り
ま
す
。

③
18
歳
以
下
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
方
の

均
等
割
額
を
５
割
軽
減
し
ま
す
。

▼
納
税
通
知
書
送
付
時
期　

７
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
へ

の
税
額
決
定
通
知
書
は
９
月
上
旬
に
発

送
す
る
予
定
で
す
。

▼
問
合
せ　

税
務
課
庶
務
諸
税
係

☎
72 

６
９
３
６

国
民
健
康
保
険
税
賦
課
限
度
額
等
が
変
わ
り
ま
す

・
医
療
保
険
・
介
護
保
険
部
分
の
限
度
額
を
引
き
上
げ
ま
す

・
18
歳
以
下
の
均
等
割
を
軽
減
し
ま
す

〈
国
民
健
康
保
険
〉

▼
郵
送
時
期

保
険
証
は
次
の
と
お
り
世
帯
主
宛
て

に
郵
送
し
ま
す
。

・
７
月
下
旬
に
送
付
（
有
効
期
限
：
８

月
１
日
〜
令
和
５
年
７
月
31
日
）

▼
保
険
税
納
付
を
忘
れ
ず
に

特
別
な
事
情
が
な
く
保
険
税
を
滞
納

し
、
納
税
相
談
に
も
応
じ
な
い
場
合
は
、

保
険
給
付
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

▼
保
険
証
が
変
更
と
な
っ
た
と
き
は

那
須
町
国
民
健
康
保
険
か
ら
社
会
保

険
等
に
保
険
証
が
変
更
と
な
っ
た
と
き

は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。
新
規
加
入

し
た
保
険
証
と
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
を
持
参
の
上
、
住
民
生
活
課
ま
た

は
各
支
所
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

住
民
生
活
課
医
療
保
険
係

☎
72 

６
９
０
９

〈
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
〉

10
月
１
日
か
ら
窓
口
負
担
割
合
が
見

直
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
被
保
険
者
全

員
に
７
月
と
９
月
の
２
回
、
保
険
証
を

郵
送
し
ま
す
。

▼
郵
送
時
期

・
７
月
下
旬
に
送
付
：
黄
色
の
保
険
証

（
有
効
期
限
：
８
月
１
日
〜
９
月
30
日
）

・
９
月
下
旬
に
送
付
：
藤
色
の
保
険
証

（
有
効
期
限
：
10
月
１
日
〜
令
和
５

年
７
月
31
日
）

▼
次
の
方
に
は
認
定
証
を
同
封
し
ま
す

・
過
去
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の

交
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
令
和

4
年
度
の
所
得
区
分
が
現
役
並
み
所

得
者
１
ま
た
は
２
（
※
）
の
方

・
過
去
に
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
た

こ
と
が
あ
り
、
令
和
4
年
度
の
所
得

区
分
が
低
所
得
区
分
の
方

▼
認
定
証
の
使
い
方

所
得
区
分
が
現
役
並
み
所
得
者
１
ま

た
は
２
に
該
当
す
る
方
は
、
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す

る
こ
と
で
、
医
療
費
の
支
払
い
が
一
定

額
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
の

全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
は
、「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
医

療
費
の
支
払
い
が
一
定
額
に
と
ど
ま
り
、

入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
に
な
り
ま
す
。

※
現
役
並
み
所
得
者
１
と
は
、
住
民
税

課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
３
８
０

万
円
未
満
の
被
保
険
者
（
同
一
世
帯
の

被
保
険
者
も
含
む
）
で
す
。

※
現
役
並
み
所
得
者
２
と
は
、
住
民
税

課
税
所
得
が
３
８
０
万
円
以
上
６
９
０

万
円
未
満
の
被
保
険
者
（
同
一
世
帯
の

被
保
険
者
も
含
む
）
で
す
。

▼
問
合
せ

〇
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
８
‐
６
２
７
‐
６
８
０
５

〇
住
民
生
活
課
医
療
保
険
係

☎
72 

６
９
０
９

国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証
更新のお知らせ

　現在交付している「国民健康保険被保険者証」と「後期高齢者医療被保険者証」は、
7月31日で有効期限が切れます。8月1日以降に使用できる保険証は以下のとおり交付します。

改　正　内　容
区　分

所　得　割 変更なし

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方の均等割額が5割軽減

変更なし

均　等　割

平　等　割

（変更前） 61万円 19万円 16万円 96万円

63万円 19万円（変更なし） 17万円 99万円
限度額

（変更後）

医療保険分 後期支援金分 介護保険分 合　　計

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て
・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

タ
ウ
ンin

fo
rm
atio
n

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会
・

消
費
の
豆
知
識


